
令和７ 年５ 月２ １ 日 

総務市民局安全・ 安心推進課 

北九州市の犯罪被害者等支援について  

 

北九州市では、 平成２ ６ 年に施行し た「 北九州市安全・ 安心条例」 に「 犯罪被害者

等に対する 支援体制の充実に努める 。」 と 規定し 、 その行動計画に基づき 取組を 進め

ている 。  

１  総合相談窓口の設置 ※福岡県・ 福岡市・ 北九州市で共同設置 

２  犯罪被害者等見舞金の支給（ 令和７ 年４ 月１ 日創設）  

【 対象と なる 犯罪被害】  

故意の犯罪行為によ る 死亡、 重傷病ま たは性犯罪 

 ※令和７ 年（ 2025 年） ４ 月１ 日以降に、 発生し た犯罪被害が対象。  

 ※日本国内又は日本国外にある 日本船舶若し く は日本航空機内で発生し たも の。  

【 見舞金の種類等】  

見舞金の種類 対象 給付額 

遺族見舞金 亡く なっ た被害者の遺族 30 万円 

重傷病見舞金 被害者本人（ １ か月以上の治療を要する も の）  10 万円 

性犯罪被害見舞金 被害者本人（ 未遂を 除く 不同意性交等）  10 万円 

※福岡県犯罪被害者等見舞金支給制度と の併給可。  

※警察への届出など 、 一定の要件あり 。  

３  住居関係支援 

市営住宅への優先入居・ 一時使用許可 

４  その他 

 一般施策によ る 支援 

５  犯罪被害者等支援庁内連絡会議の設置（ 平成２ ０ 年２ 月設置）  

 被害者の要望に対応し た一般施策・ 特別施策の案内、 犯罪被害者関連（ 国・ 県の

動き 等） 情報共有、 各相談窓口の連携、 等を 実施し ている 。  

区分 福岡犯罪被害者総合サポート センタ ー 性暴力被害者支援セン タ ー・ ふく おか 

目的 

平成２ ０ 年５ 月、 犯罪被害者等に対す

る 電話相談から 面談、 病院など への付

添いま で、 総合的な支援を 行う ワ ン ス

ト ッ プセンタ ーと し て開設 

平成２ ５ 年７ 月、 性暴力の被害に遭わ

れた方が安心し て相談でき 、 医療面の

ケアを 含め必要な支援を 迅速に受ける

こ と ができ る よ う 開設 

相談 

時間 

月曜日～金曜日 

９ ： ０ ０ ～１ ６ ： ０ ０  
２ ４ 時間・ ３ ６ ５ 日（ 年中無休）  

支援 

内容 

・ 面接相談及び電話相談 

・ 裁判所、 検察庁、 警察署、 行政窓口等への付き 添い支援 

・ 専門家によ る カウ ン セリ ン グ 
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札 幌 市 ○ ○ ○ ○ ○ －

仙 台 市 ○ ○ ○ ○ ○ －

さ い た ま 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

千 葉 市 ○ ○ ○ ○ － －

横 浜 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

川 崎 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

相 模 原 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

新 潟 市 ○ ○ ○ － ○ －

静 岡 市 ○ ○ ○ ○ － －

浜 松 市 ○ ○ ○ － － －

名 古 屋 市 ○ ○ ○ ○ ○ －

京 都 市 ○ ○ ○ ○ ○ －

大 阪 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

堺 市 ○ ○ － ○ ○ －

神 戸 市 ○ ○ ○ ○ － ○

岡 山 市 ○ ○ － － － －

広 島 市 ○ ○ ○ ○ － －

北 九 州 市 ○ ○ － － － －

福 岡 市 ○ ○ － － － －

熊 本 市 ○ ○ ○ － － －

福 岡 県 ○ ○ － － － ○

（注１）住居関係支援とは、公営住宅等入居配慮を除く、ハウスクリーニング、宿泊、転居等の支援をいう。

（注２）生活関係支援とは、配食、家事、託児・一時保育、学習、就労等の支援をいう。

（注３）医療・心理的ケア関係支援とは、精神医療、カウンセリング等の支援をいう。

（注４）法的関係支援とは、法律相談、裁判傍聴、再提訴等の支援をいう。

※　新潟市は見舞金のほかに、貸付金の支援あり。

政令指定都市における犯罪被害者等の支援状況

法的関係支援
公営住宅等
入居配慮

住居関係支援 生活関係支援
医療・心理的
ケア関係支援

見舞金

　　　　令和７年４月１日現在

区　分

※
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